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平成 23年第 1回定例 

夕 張 市 議 会 会 議 録 

平成 23年 3月 17日(木曜日) 

午前 10時 30分開議 

――――――――――――――――――――――― 

◎議事日程 

第 １ 議案第 １号 平成23年度夕張市一般会計

予算 

    議案第 ２号 平成23年度夕張市国民健康

保険事業会計予算 

    議案第 ３号 平成23年度夕張市市場事業

会計予算 

    議案第 ４号 平成23年度夕張市公共下水

道事業会計予算 

    議案第 ５号 平成23年度夕張市介護保険

事業会計予算 

    議案第 ６号 平成23年度夕張市診療所事

業会計予算 

    議案第 ７号 平成23年度夕張市後期高齢

者医療事業会計予算 

    議案第 ８号 平成23年度夕張市水道事業

会計予算 

    議案第１６号 夕張市特別会計条例の一部

改正について 

    議案第１８号 夕張市営住宅条例の一部改

正について 

    議案第２０号 夕張市公設地方卸売市場管

理基金条例の制定について及び予算編成方

針に対する大綱質問 

――――――――――――――――――――――― 

◎出席議員（9名） 

 高 間 澄 子 君 

 伝 里 雅 之 君 

 島 田 達 彦 君 

 角 田 浩 晃 君 

 山 本 勝 昭 君 

正 木 邦 明 君 

 高 橋 一 太 君 

 新 山 純 一 君 

 加 藤 喜 和 君 

――――――――――――――――――――――― 

◎欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――― 

午前１０時３０分 開議 

●議長 山本勝昭君  ただいまから平成23年第1

回定例夕張市議会第 2日目の会議を開きます。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 山本勝昭君  会議に入ります前に、去る

3月11日発生いたしました東日本大震災において犠

牲となられた方々に対し黙祷を捧げ、ご冥福をお祈

り申し上げたいと存じます。 

 また、被災された多くの方々に心からお見舞を申

し上げますとともに、一日も早く被災地域の復興が

図られ、正常な生活が取り戻されるよう皆様ととも

に祈念したいと存じますので、ご起立をお願いいた

します。 

 それでは、黙祷を始めます。 

 黙祷。 

   〔黙祷〕 

●議長 山本勝昭君  黙祷を終わります。ご着席

ください。 

 なお、今般の震災に関し市長から発言したい旨の

申し出がありますので、これを許してまいります。 

 市長。 

●市長 藤倉 肇君（登壇）  第 1回定例夕張市

議会の 2日目の日程に入ります前に、若干のお時間

を拝借いたしまして、夕張市長として緊急メッセー

ジを発信したいと存じます。 

 3月 11日、午後 2時 46分ころに発生いたしまし

た東北地方太平洋沖地震に関連し、東北地方を始め

関東に及ぶ広範囲かつ甚大な被害が発生していると

ころであります。 

 まずは、被害に遭われた皆様方に心よりお見舞を

申し上げたいと思います。 

 不幸にもお亡くなりになられた方々、そのご家族

に対し心からお悔やみを申し上げます。 
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 そして、寝食を忘れ今も人命救助に当たっておら

れます皆様方にも、極めて厳しい環境の下でのご苦

労に対し心から敬意を表するとともに、感謝を申し

上げたいと存じます。 

 夕張市は、財政破綻以降、全国各地から物心両面

にわたり様々なご支援を賜ってきております。多く

の国民の皆様より励ましの言葉を頂戴し、勇気をい

ただいております。 

 このような中で、私は市長として今回の大災害に

よってもたらされた甚大な被害に対し、何かできる

ことはないのかと自問自答する日が続いております。 

 今こそこれまでの当市へのご支援にお応えし、恩

返しをすべきだと強く感じているところであります。 

 当市が置かれている現状から、どこまでのご支援

ができるのかは未知数でありますが、この間の報道

等を見れば人命救助作業の困難さとともに、被災さ

れた地域の住民の方々のお住いの問題、食糧を始め

とする物資の問題がきわめて深刻な事態を迎えてい

るものと推察いたします。 

 私は、このような被災地における当面の重要課題

を踏まえ、当市の市営住宅等の空戸を活用し、ひと

ときではあっても住居の確保にご心配が起こらない

よう、このような施策の展開や消防職員の派遣など

を考えております。 

 全国からご支援を賜っている私たちが今なすべき

ことは、共に励まし合い、共に力強く生きていくと

いう連帯の輪を広げていくことにあると思います。 

 本市の持つ力量などはごく小さなものかもしれま

せん。 

 しかし、人道的見地に立ってできるお手伝いを今

させていただくことが、夕張がなすべき恩返しであ

ります。 

 私は、被災地の住民の方々の安全と安心を一日も

早く復元するための施策について全面的に協力を行

いながら、今申し上げたような支援策を市民の皆様、

市議会ともしっかりと連携をし、進めていきたいと

考えております。 

 改めて災害に遭われました地域の皆様方に心から

お見舞を申し上げますとともに、本市が今後取り組

んでいく施策について市民、議員各位の深いご理解

とご協力をお願い申し上げ、緊急メッセージとさせ

ていただきます。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 山本勝昭君  本日の出席議員は 9名、全

員であります。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 山本勝昭君  本日の会議録署名議員は、

会議規則第 118条の規定により 

島田議員 

角田議員 

を指名いたします。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 山本勝昭君  日程に入ります前に、事務

局長から諸般の報告をいたします。 

●事務局長 竹下明洋君  報告いたします。 

 参与並びに書記の職氏名についてでありますが、

先に報告のとおりであります。 

以上で報告を終わります。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 山本勝昭君  本日の日程は、お手元に配

付しているプリントのとおりであります。 

 それでは、直ちに日程に従って会議を進行いたし

ます。 

――――――――――――――――――――――― 

●議長 山本勝昭君  日程第 1、議案第 1 号ない

し議案第 8号、議案第 16号、議案第 18号、議案第

20号、以上 11議案一括議題といたします。 

本件につきましては、先に市長から平成 23年度予

算編成方針、さらに理事から各議案の提案説明がな

されておりますので、これより大綱質問を行います。 

質問の順序は、伝里議員、高橋議員であります。 

それでは、伝里議員の質問を許します。 

伝里議員。 

●伝里雅之君  まず冒頭にですね、今回の東日本

大震災で被害に遭われた方々にお見舞い申し上げ、

亡くなられた方々に心からお悔やみ申し上げます。 
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 大綱質問をする前に、藤倉市長にちょっとお伺い

しなければならないことがあります。 

 市長の進退のお話ですが、未だに議会に対し公式

の場での表明はされておりません。 

 その辺のところを確認しないと質問の内容が尐し

変わってきたりするので、まずその辺の説明よろし

くお願いいたします。 

●議長 山本勝昭君  市長。 

●市長 藤倉 肇君  私の進退に関しましては、

実は最終日の議会においてお話を申し上げ、皆さん

にもご挨拶申し上げようと思っておりましたが、今、

伝里議員のご質問でございますので、私事になりま

すが、私は今期をもって市長選には次期は出馬いた

しません。 

 私の思うところがありまして、別な舞台で夕張市

のために活躍をしたいと、このように存じておりま

す。 

 以上。 

●議長 山本勝昭君  伝里議員。 

●伝里雅之君  わかりました。 

 じゃ、大綱質問をいたします。私は、2 次救急に

ついてお伺いしたいと思います。 

 今回の予算には、引き続き休日・夜間救急医療体

制補助、初期救急確保対策負担が計上されましたが、

万全の安全安心とは言えないまでも、本市が今でき

得る予算措置だと受け止めています。 

 そこで、大綱質問として 2次救急についてお伺い

いたします。 

 そもそも、2 次救急は救急出動を受けた病院が担

当し、圏域で道が指導すべき問題です。 

 しかし、自治体として市民の安全安心の文字どお

りライフラインである 2次救急は道に任せきりとい

うことにはならないと思います。 

 市としても何らかの取り組みを地道に続けていか

なければ、将来より良い結果が出てこないのではな

いでしょうか。 

 現在、道は救急搬送の基準策定が義務付けられた

ことを受け、すでに搬送先の医療機関を見つけるこ

とのできる判断基準と病院リストを策定し、消防と

医療が連携強化し、患者のたらい回しを防ごうとし

ています。それぞれがそれぞれの立場で、より良い

医療、救急のあり方を模索しています。 

 夕張の救急出動の搬送先の件数は、平成 20年の資

料ですが転送やドクターヘリなどを含めた全体で

489 件のうち、市内の医療機関の 169 件の搬送に対

し、管外搬送は 197件でした。市内医療機関の初期

救急のご協力、管外搬送先に今さらながら感謝いた

します。 

 管外搬送のすべてが 2次救急だとは考えられませ

んが、割合にしてかなりの件数が市外の医療機関に

運ばれていることになります。 

 そこで問題になるのは、この年に一番受け入れて

いただいている岩見沢市立総合病院が 40 人の医師

が常駐しているが、これ以上救急患者の搬送が増え

ると受け入れは難しいと言っていることです。 

 私は、昨年から栗山町、由仁町、長沼町の有志議

員で作る救急医療に関する勉強会に参加しています。 

 勉強会の中で、それぞれのまちの病院がいろいろ

な問題を抱えていることがわかりました。 

 現在、近隣町の病院は建物の耐震化や老朽化、数

年後からの医師の不足、経営難などが挙げられてい

ます。 

 同規模の病院の改築は難しく、医師の招聘も大変

で、経営に関しても立て直しに四苦八苦しているそ

うです。 

 各町の議員もかなりの危機感を持って、この先の

病院のあり方、救急医療の将来を模索しているとこ

ろです。 

 近くに受け入れ先があるのは心強いですが、近隣

の病院のそのような状況の中、本市の 2次救急患者

の受け入れは市外に頼らなければならないことは、

やはり各病院の現状を踏まえると安心とは言えない

状況です。いつ、もう救急は受け入れられないと言

われるかもしれないのです。 

 そのようなことになった場合、岩見沢の救急の依

存度が高くなり、やはりこれ以上はということにな
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りかねない状況です。 

 いくら圏域で道が指導すべき問題でも、医療圏域

ごとに整備するため、市町村の垣根を越えた整備が

必要だと思います。 

 本市としてもいろいろな想定のもと、対策を考え

ていかなければならないことと考えますが、そこで

質問いたします。 

 これまでどのような取り組みをしてきたのか、連

綿と続けなければならない行政の長としてお聞きし

ますが、これからの 2次救急に対する課題はどのよ

うなことがあるとお考えですか。よろしくお願いい

たします。 

●議長 山本勝昭君  市長。 

●市長 藤倉 肇君  伝里議員のご質問にお答え

をいたします。 

 当市における救急医療につきましては、市立総合

病院の閉院により救急告示病院がなくなり、入院治

療の必要がなく帰宅可能な軽症患者への対応機関と

して市町村の整備が責務とされていますが、初期救

急について市内 5カ所の医療機関の協力によりまず

は市内で対応することを基本とし、必要に応じて最

寄りの医療機関へ搬送しております。 

 また、入院を必要とする重症患者に対する 2次救

急や、高度な処置が必要な重篤患者に対応する 3次

救急などは高度専門医療機関へ直接搬送を行ってい

るところであります。 

 2 次救急におけるこれまでの取り組みと今後の課

題についてでありますが、2 次救急の対応について

は都道府県が定めた医療圏域ごとに整備するため、

北海道医療計画におきまして 2次医療圏ごとの救急

告示医療機関によりその体制を確保することとされ

ております。 

 このため、夕張市が属する南空知圏域におきまし

ては岩見沢市立総合病院や北海道中央労災病院など

のほか、近隣の栗山赤十字病院や由仁、長沼の町立

病院など合わせて12の救急告示医療機関が圏域の2

次救急医療を担っております。 

 しかしながら、2 次医療機関での初期救急患者の

受診が増加するなど、その負担が増大している現状

にあります。 

 このため、当圏域におきましては平成 20年に自治

体や医師会などの関係団体で構成する南空知圏域連

携推進会議と自治体病院広域化連携会議を設置し、

地域の救急医療体制の整備や救急医療関係機関の連

携調整に関する協議を行ってきたところであります。 

 これまで、各自治体におきましては住民に対する

適切な救急受診の啓発や初期救急の確保のほか、2

次医療機関を退院した後の介護福祉基盤の整備など、

初期救急と 2次救急の役割り分担と連携に取り組ん

できたところであります。 

 あわせて、本市におきましては市内医療機関の協

力により初期救急の確保に努めるとともに、圏域の

主な 2次医療機関や医師会に対し、私からも毎年協

力を直接お願いして、市内の救急患者の受け入れに

ご理解とご協力をいただいているところであります。 

 このような中、昨年には南空知南部 1市 4町の自

治体や医療機関などで構成する連携会議が設置され、

2 次医療機関における救急搬送の週末輪番制度など

広域連携の方向について協議検討を行ってきたとこ

ろであります。 

 この中で、病院ごとの受け入れ体制が異なること

や所在地の病院での対応を求める声が強いことなど

から、広域連携の対応にはなお時間を要するなどの

課題も明らかになってきております。 

 また、本年 2月に開催の南空知圏域連携会議にお

きましては、岩見沢市内の 2次医療機関における初

期救急患者の受け入れ負担が大きくなってきており、

改めて各自治体での初期救急の確保と住民に対する

適切な受診勧奨を行うことが提言されたところであ

ります。 

 今後におきましても、地域医療を取り巻く情勢は

医師不足や患者数の減尐など引き続き厳しい状況に

ありますので、市としましては初期救急と 2次救急

の役割り分担と連携の強化に向けまして引き続き地

域での初期救急の確保に努めるとともに、圏域の広

域化連携会議などを通じて協議検討に務めることが
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必要であると考えておるところであります。 

 以上。 

●議長 山本勝昭君  伝里議員。 

●伝里雅之君  その私が行っている勉強会におい

てですね、ある病院の事務長さんが夕張の市長さん

が来て救急をお願いしたいということを言われてき

たと。なかなか腰の低い、いい市長さんだとおっし

ゃっておられました。 

 その中でですね、2 次救急のビジョンは夕張や近

隣の医療のあり方を考える上で大きなファクターだ

と思います。 

 いろいろな人の意見を聞いて大体共通するところ

がですね、中核病院は 10万人以上が必要だと。今は、

医療のあり方も老朽化している。大きな建物を建て

てはいけない時代なんだと。これからは老後の医療

へ向かうべきである。自治体病院には、年間 1億円

以上の補助が必要と考えるという意見が多数出てき

ました。 

 そういうことを考えながらですね、これから救急

病院を何とかしていかなきゃならないとすると、中

規模救急病院もしくは病院群輪番制、センター方式

や共同利用型病院ということが考えられますが、ま

だまだいろんなアイディアがあると思います。 

 そういうことを考えてですね、私たち勉強会で昨

年 12 月に山梨県の身延町にある飯富病院を視察し

てきました。それはですね、夕張と近隣町に人口規

模が非常に近いということで、参考になると思って

行ってきました。 

 また、地理的なことを言いますと、夕張・札幌の

ような関係で、甲府市から身延町まで約 1時間ちょ

っとくらいということで、それも参考になる。地理

的と、その人口規模が似ているということで飯富病

院を見てきたんですけれども、身延町はＪＲも通っ

ていなく、国道もないような場所なんです。 

 そして南アルプスを背負う、夕張よりも山の奥に

集落が点在するようなまちで、ちょっと見てきたと

ころ夕張がどれだけまだ恵まれているかということ

がよくわかりました。 

 その飯富病院は、昭和 28年に 8カ村で一部事務組

合として開院しました。 

 現在の名誉院長の長田忠孝医師は、偶然ですけれ

ども 40年前に夕張炭鉱病院に勤務していた方で、夕

張から来たと知ってすごく熱心にお話していただき

ました。 

 現在、飯富病院は全国で 30番目の黒字の病院だそ

うです。1 万 5,000 人ちょっとぐらいの人口で、黒

字を出している。一部事務組合で各町の負担を尐な

くしながらやっていると、そういう病院であります。 

 その長田先生は、最大の成長産業は病院だと思う

と言っています。しかし、その病院が頑張ってはい

けないと。そして、100 床以下の病院の役割りをは

っきりさせ、首長と病院の考えが一致しなければ良

くならないと、そうおっしゃっていました。 

 そして、ここの飯富病院は 100パーセント、救急

を受け入れているそうです。 

 なぜそういうことができるかというと、病院のす

ぐ近くに医師が住んでいる。目と鼻の先に住んでい

て、若いお医者さんが結構居ついてくれているとい

うことだそうです。 

 手に負えない重症患者が出た場合は、救急車に一

緒に乗って大病院へ搬送するそうです。 

 そういうことによって、大病院と地方の病院の信

頼関係ができていて、何よりも地域医療に力を入れ

ている、在宅医療を大切にしているということが、

その病院の黒字経営の原因というかそういうことだ

とおっしゃっておりました。私は、ここら辺に夕張

のこれからの医療に対するヒントがあると思うんで

す。 

 ということで、平成 20年くらいだと思うんですけ

ども、定住自立圏構想が総務省から出されています

が、市長この辺、この構想に対して何か考えること

とか、これからやっていかなければならないなとい

うこと、何かございますでしょうか。 

●議長 山本勝昭君  市長。 

●市長 藤倉 肇君  まずは、伝里議員の医療に

対するご研鑚に対して敬意を表します。 
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 今お話がありましたように、やはり根本的には夕

張市の医療を守るのは夕張市なんですね。それはも

う間違いありません。 

 ただ、今のこの状況の中でただいま申し上げまし

た第 1次救急、2次救急、2次、3次という中で、初

期救急については何としてもできるだけ市内でやっ

ていこうと。それから、2次救急、3次救急について

は他に頼ると、こういう状況ですけども、今、伝里

議員がおっしゃられたように、それだけじゃなくて、

本当にそういう状況下の中で市として何をすべきな

のか、どういうことができるのかと、そういう現状

の状況の中でどういう形態がいいかと、こういうこ

とは、今、即こうということはありませんけども、

今、議員がいろいろ調査、勉強されているように、

いわゆる全国のそういうモデル的なケースを当市に

当てはめて積極的に考えていくと、そういうことが

まず第一の姿勢。 

 それから、夕張ただ一人じゃできませんから、こ

のいわゆる南空知圏域連携会議、こういうところに

も市の意見をどんどん発信していく。さらには、道

に対してもそういう活動をする、そういうことが必

要だと。 

 結論から言いますと、任せるだけじゃなくて、市

としてできることはまだあるはずです。そういうこ

とをこれから考えていかなければならないと、この

ように思っているところであります。 

●議長 山本勝昭君  伝里議員、再質問あります

か。 

 伝里議員。 

●伝里雅之君  定住自立圏構想というのは、中心

市を中心としたというか、変な話ですけれども、医

療や福祉、教育、土地利用など、観光もそうなんで

すけども、何とか広域で広域自体をよくして、若い

人たちが特に中心なんですけれども、定住していた

だこうという、そうしていこうという構想なんです

けれども、これはもう平成 20年に総務省から出され

ているんですけれども、その辺何か今までアクショ

ンしてきたかどうかということをお聞きしたいと思

います。 

●議長 山本勝昭君  伝里議員、今の質問は定住

圏含めて 2次医療、救急医療も含めての考えを市長

お持ちかという質問ですか。 

 はい、伝里議員。 

●伝里雅之君  この定住自立圏構想ということを

絡めてですね、2 次救急などを含めた医療も何とか

これを利用してうまく進めていけるのではないかと

思うんです。 

進めていかなければならないことだと思うんです

が、その辺今までこれを利用して何かアクションを

起してきたかどうかをお聞きしたいと思います。 

●議長 山本勝昭君  アクションを起してきたか

どうか。今までですね。 

総括主幹。 

●地域再生推進室総括主幹 芝木誠二君  定住自

立圏構想に関しましては、南空知圏域におきまして

一番中心市となり得るところが岩見沢市なんですけ

ども、今のところ中心市の要件を岩見沢市では満た

しておりません。 

 そういったことから、定住自立圏という枠組みの

中で具体的な論議というのは進んでいない状況にあ

ります。 

 以上です。 

●議長 山本勝昭君  伝里議員。 

●伝里雅之君  これは要望になってしまうんです

けれども、岩見沢市が中心市になることに乗り気で

ないということは報道なんかでよくわかっているん

ですけれども、ぜひこれなどを利用して医療の充実

を図っていただきたいと。これからどんどんどんど

ん話を進めていっていただきたいということを要望

したいと思います。 

 これで私の質問を終わらせていただきます。 

●議長 山本勝昭君  要望でよろしいですね。 

   〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 以上で伝里議員の質問を終わります。 

 次に、高橋議員の質問を許します。 

 高橋議員。 
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●高橋一太君  それでは、ただいまより第 1回本

定例市議会におきまして通告に従いまして大綱質問

をいたします。 

 まずは冒頭、このたびの東日本を中心にいたしま

した東北地方太平洋沖地震の大震災によりまして、

犠牲者の皆様に対し心よりお悔やみを申し上げます

とともに、今なお大きな影響、被害を及ぼしている

被災者、被災地の皆様へ心よりお見舞を申し上げま

す。 

 観測史上世界最大級の巨大地震、まだまだ予断を

許されている状況ではない状況でありますけれども、

何よりもまず人命救助と捜索という、こういった部

分を願っているところでございます。 

 このかつて経験したことのない、歴史的な災害に

対しまして、我々国民の一人ひとりも今何をやれる

のか。自分たちのできる範囲の中で、今一度今回の

災害を機に私ども本市においても改めて救急、災害

対策における認識を確認させていただく意味でも、

自治の原点であります安全安心のまちづくりという

観点で本市の考え、対策等を含めてこの議会を通じ

まして共有の情報発信をさせていただければと考え

ております。 

 先ほど、市長の方からもこのたびの被害に遭われ

た多くの皆様、被災地に対しましてメッセージを送

られたところであります。 

 この中には、私どもが財政再建、破綻後、いち早

くお世話になった地域、各自治体も大変な被害に負

われているまちも含まれております。 

 今こそこれまでの全国から受けた当市への恩返し、

私どもと私ども議会もこの部分については市長と同

じ認識に立っているところでございます。 

 今、本市が置かれている状況を考えますと、どこ

までの支援策が可能なのかは未知数でありますが、

被災地における当面抱えている対策を本市としても

本格的に動き出されることは、全市そして市民を挙

げてその共通認識を改めてこの議会を通じ課題整理

をしていければと、そんな場面をしていきたいと思

っておりますので、お願いいたします。 

 その中で、食糧を始めといたします物資の問題は

もちろんでございますが、先ほど市長の方からの話

がありました本市の市営住宅、取り分け雇用促進住

宅等の空戸を活用した住居の確保に向けては、これ

尐し具体的にどこまで対応が可能なのかどうなのか。

数ですとか、そういった部分を含めてできれば教え

ていただければと思っております。 

 また、本市支援対策本部もこのたび設置をされま

して、今後夕張としては具体的にどのような対策、

作業面を本格的に考えていかれるのか。 

 これらのことは庁内に止めることなく、広く市民

にも情報をどんどん発信をしていただきまして、そ

れこそ市民一人ひとり、自分たちとして何ができる

のかと。私たち夕張市としても、まさに安全安心の

まちづくりの原点に立った対応、協議が早急に求め

られるものと考えております。 

 自分たちのできることから始める。それは、今回

の大地震で被害に負われた多くの皆様にできる限り

の支援、連帯の輪を広げていくのはもちろんでござ

いますけれども、二度とこういう事態を起さないた

めにも、いつ、どこで起こるかわからない災害時に

あわせた対応強化というものが日ごろからそれぞれ

の自治体でいかに取り組めるかどうか。これは、私

どもが原点に立って進めるべきまちづくりの基本だ

と思っております。 

 いずれにいたしましても、このたびの被災地の皆

様に対し一日も早い復興を願いまして、そして本市

としても全面的にその対策を進めることで、私ども

市議会もしっかりとこのことは連携をさせていただ

き、今すべての国民で改めて考えていかなければい

けないと考えております。 

 また、今回の災害を通じまして、ただいまも述べ

ましたとおり、自然、天災の恐ろしさは本当に怖さ

を感じ取りました。いつ、どこで災害というものは

襲ってくるかわかりません。 

 このことからも、本市における地域防災計画のあ

り方、緊急時の対応についても尐し確認をさせてい

ただきますが、現在、本市においての一時避難場所
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及び収容避難所といたしまして、各地域に合わせて

それぞれ設置されておりますけれども、このたびの

例えば小中 1校化に伴いまして、その地域の小中校

すべてがこれらの一時避難場所等々の指定場所とな

っておりますので、このことも万が一の場合に備え

まして、廃校になっているそれぞれの施設の対応で

すとか、また今後の管理体制の問題もあると思われ

ますので、この際、これら避難所全体も今一度万全

な体制を整えるべきとも考えております。 

 さらには、備蓄における現有状況や、広域圏で組

む応援協定というのもこのたびの災害を通じまして

大きな課題ということで私は考えております。 

 今回、改めてこの安全安心のまちづくりという観

点に立ちましてこの質問をまず私はさせていただき

ましたけれども、いずれにしてもこの大きな大問題

でございます。本市としても様々なこれから対応し

ていかなければいけないと考えておりますので、ま

ずはこの議会を通じまして行政として、また市長と

しての思い等も含めましてご答弁のほどよろしくお

願いを申し上げます。 

●議長 山本勝昭君  市長。 

●市長 藤倉 肇君  高橋議員のご質問にお答え

をいたします。 

 安全安心のまちづくりについてでありますが、冒

頭、先ほど市長メッセージでも述べましたが、本年

3月 11日、三陸沖を震源に国内測定史上最大のマグ

ニチュード 9.0の地震が発生し、大津波、火災など

により広域で甚大な被害が徐々に明らかになってき

ております。多数の死傷者や行方不明者が発生して

おります。不幸にもお亡くなりになられた方々とそ

のご家族に、改めて心からお悔やみを申し上げる次

第でございます。 

 福島第 1原発と第 2原発周辺には、放射性物質の

漏えい拡大から避難指示が出されており、いつ解除

されるかわからぬままに避難所に生活を送られてい

る住民の皆様の心痛をお察しいたします。 

 また、東北、関東地区の電気の供給が不足し、計

画停電が実施されているところであります。 

 さて、本市の被害状況については、震度 3の地震

により給水管の漏水事故が発生し、沼ノ沢 2部にお

いて住宅 6戸が給水停止となったことから、直ちに

市給水車が出動し、臨時給水活動を行うとともに、

水道管の切り替え工事を行い、対応したところであ

ります。 

 また、消防本部では緊急消防援助隊の迅速出動準

備を行うとともに、沼ノ沢地区断水に対応するため

タンク車の給水活動準備を整えたところであります。 

 次に、未曾有の震災に対し本市の支援策として、

緊急メッセージにおける被災地支援策として具体的

検討内容についてのご質問にお答えいたしますが、 

市営住宅の空戸の提供につきましては、15日付けの

北海道新聞においてすでに公営住宅道内 1,362戸確

保の見出しで報道がありましたが、北海道から提供

住宅の条件として、軽度な修繕で 2週間以内に提供

できるものとされました。 

 また、浴室の機器が提供できない場合は住宅周辺

に浴場等があることが望ましいことから、道営社光

団地 4戸、末広団地 1戸、千代田団地 4戸、真谷地

団地3戸の計12戸の報告をしたところでございます。 

 しかしながら、条件次第では数多くの住宅提供は

可能であり、今後の追加調査の中で条件等を踏まえ、

可能な限り協力をしてまいります。 

 また、着の身着のままの状態で被災された被災者

を受け入れるに当たっては、受け入れる市民の皆様

の生活に必要な家財道具などの提供も含め、暖かい

支援体制の構築も必要になるものと考えております。 

 この点につきましては、社会福祉協議会や市民の

皆様にもボランティアも含めた体制づくり等に協力

をお願い申し上げたいと思っております。 

 消防関係につきましては、この震災に対し全国各

市町村の消防が緊急消防援助隊の制度に基づき応援

部隊を派遣している現状で、3 月 15 日現在で陸上、

航空部隊と合わせて 4,600名を超える職員を派遣し

ております。 

 当市につきましては、3月 26日に第 5次派遣が決

定され、被災地での任務としては後方支援活動を行
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うことが決定されたところであります。 

 また、当市は全国からご支援をいただいている状

況を踏まえ、財政再生中ではありますがライフライ

ンが途絶えている被災地に向け、災害用に備蓄して

いる防災用非常食や緊急用の簡易トイレを送る支援

計画を進めております。 

 なお、15日には先ほど申し上げました市長を本部

長として東日本大地震夕張市支援対策本部を設置し、

現状を踏まえ夕張市が取り組める被災地支援策につ

いて論議をしたところであります。 

 この中では、当面の作業として 14日の緊急メッセ

ージの発信に伴う諸作業の検討実施、市営住宅等の

空戸状況の把握及び貸与可能住宅の確保と周知、市

内企業の中で被災地に関連する企業の把握調査及び

お見舞い、被災地における状況などの情報把握及び

発信、早急の取り組みとして職員による義援金のカ

ンパの実施などを決定し、各課の役割分担も含め議

論したところであります。 

 当市が置かれている現状から、どこまでの支援が

できるかは未知数でありますが、全国からご支援を

賜っている私たちが今なすべきことは共に励ましあ

い、共に力強く生きていくという連帯の輪を広げて

いくことにあると思います。 

 改めて今回の大震災における甚大な被害を目の当

たりにして、当市といたしましても安全安心のまち

づくりのため、危機管理体制のあり方の重要性につ

いて再認識をしたところであります。 

 このような中、当市において来年度からの小中学

校各 1校化に伴い各地区の小中学校が閉校され、収

容避難所不足が懸念されております。 

 財政再生計画策定時において議論を重ねた結果、

閉校舎に通年的に電気、水道を整備していくことは、

この状況下においては厳しいものと判断したところ

であります。 

 しかしながら、各閉校校舎は地域における重要な

避難所として認識しておりますので、これからも最

低限の維持管理を市として行ってまいります。 

 今後、災害に強いまちづくりに取り組むに当たり、

避難所などの公助の整備はもとより、自助、共助の

重要性の認識に立ち、地域における体制づくりが必

要であると感じております。 

 災害が発生したとき、その規模が大きければ大き

いほど行政の体制は広域となり、支援活動はスムー

ズに行えません。 

 そのため、被災した住民は自己努力や地域住民の

相互支援によって対応せざるを得なくなります。 

 大切なことは、市民一人ひとりが危機感を持ち、

共同して不測の事態に対応できることが重要であり

ます。 

 それらの災害対応については、これまで市広報紙

やガイドブックを各家庭に配布するなどの情報提供

を行ってきているところであります。市民の皆様に

あっては、もう一度各ご家庭にてこれらを活用し、

ご認識をいただきたいと思います。 

地域町内会単位での日常的な啓蒙活動の実践が、

万が一の場合有効に発揮するものと考えております。 

以上。 

●議長 山本勝昭君  再質問ございますか。 

 高橋議員。 

●高橋一太君  まずは、ご答弁ありがとうござい

ます。 

 今、市長の方から答弁ありましたとおりですね、

今まずは夕張市としてできることの範囲としては、

最低限度は対応すべき部分、そしてこれからまさに

行っていこうとする対応策も含めてお聞き取れまし

た。 

 その中でですね、私、質問のほうでも話をさせて

いただいたんですけれども、特にやはり住宅の問題。

これは今、いろんな条件というものがあると思いま

す。もちろん、こちらが良かれとおもってもですね、

そこにはやはりいろいろと条件を満たさないと、せ

っかく来ていただいてもこういう条件が満たされて

なければという部分、当然ございますから、この辺

はですねやはり道なりの指示ですとかそういう部分

がやっぱりこれからも重要な役割りとなってくると

思われますのでね、十分この辺は対策本部も設置さ
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れたということでございますので、北海道あたりと

の十分な連携性というものを保ちながら、いかにや

はり数多くの対応ができればこちらとしても非常に

よいと思われますけれども、今言ったとおり条件整

備も含めてその辺は道との連携性をきちんと保って

いっていただければというふうに思っております。 

 また、今回のことで今すぐできることと、これか

ら中長期的にわたってやっていかなければいけない

ことということがあろうかと思います。 

 もちろん、今すべきことは今も話あったとおりの

部分で、できることをまず早急にやっていかなけれ

ばいけないと思いますし、まだまだ被災地に負われ

たこの状況を見ますと相当数の時間がこれからかか

ってくると思いますので、この辺も十分見極めてい

きながら、今すぐできること、そしてこれから中長

期的にわたってやっていかなければいけないこと含

めて、この辺の判断もできる限り情報集めていきな

がら、各担当ごとも含めて行っていっていただけれ

ばと思っております。 

 また今回、3月 26日ですか、消防の方もそういっ

た救急体制の部分でですね、応援として予定されて

いるということでありますけども、先ほどの質問で

も私言わせていただいたんですけども、改めてやっ

ぱり日ごろからの安全安心のまちづくり、今回のこ

ういった大地震を機にですね、やっぱり市民全体で

もう一度、今一度見つめ直そうということで今回質

問させていただきましたけども、市長の方にはまた

後で質問させていただきますけども、逆にちょっと

これ消防の方にお聞きしていきたいんですけども、

消防関係でこの際ですね何か緊急時にあわせた災害

等々の対応における部分で市民に対して、またそう

いった部分も含めてメッセージといいましょうか、

逆に日ごろから注意をしていかなければいけない対

応面、あるいは今やるべき問題を含めて、まさにい

ろいろとご苦労もされていると思いますので、この

辺は消防としての見解として何かお持ちであれば、

まず先にそちらのほうからお聞かせいただければと

思います。 

●議長 山本勝昭君  消防長。 

●消防長 鷲見英夫君  まず始めに、私からもこ

のたびの東日本大震災で被災された方々へ心よりお

見舞いを申し上げ、さらにこの未曾有の災害によっ

て亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。 

 ただいまの高橋議員の再質問でございますが、当

本部といたしましても防災担当を預かっているとこ

ろで、このたびの東北地方太平洋沖地震では自治体

そのものが壊滅状態になったところが相次いでおり

ます。 

 地震は本当に突然やってきまして、瞬時に被害を

及ぼすために、行政の対応には限界があると言わざ

るを得ません。 

 このことから、当市といたしましてもまず自分の

身は自分で守るという市民意識、すなわち防災知識

を高めていくべきと考えております。 

 市民の皆様が各家庭で家族と何を備えたらいいの

か、事前準備や事前対策、連絡方法など、自分たち

でまず自分を守るための話し合いを行い、災害に対

する意識を高め、実際に各家庭で災害対策への備え

を進めていただきたいと思います。 

 市民の皆様の災害対策への意識を高めて、自分の

身は自分で守るための行動を起すことが、減災につ

ながる第一歩だと考えております。 

 いずれにいたしましても、防災対策を推進する上

で市民一人ひとりの防災意識と災害に備えた行動が

非常に重要でありますことから、地震災害などに迅

速、的確に行動を起していただけるよう、広報紙な

どまた再度啓発を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

 また、消防団、町内会組織等は声かけ、見守り活

動、地域における各種活動を通じて人と人とのつな

がりを深め、地域ぐるみの避難体制の整備に努める

よう、その辺のところも啓発に努めてまいりたいと

考えております。 

 またさらに、災害は将来、子どもたちが私たちを

守る番になります。 

 今、若い世代や子どもたちが地域に入り、防災の
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輪を広げていかなければならないと、このようなこ

とも考えております。 

 次世代を担う子どもたちが、自分の身は自分で守

る自助、また地域のお年寄りや体の不自由な人たち

の手助けをする共助について学ぶことも、将来にわ

たって地域の一員として活躍し、地域の防災力の充

実、強化が図られるものと考えております。 

 地道ではありますが、このような将来にわたって

の安全安心なまちづくりも重要と考えておりますの

で、当市としてできることを様々な啓蒙活動を通じ

て構築してまいりたいと考えておりますので、ご理

解願いたいと思います。 

●議長 山本勝昭君  高橋議員。 

●高橋一太君  まさにそのとおりだと思います。 

 日ごろからやはり、ある意味やはりそういった町

内単位あるいは消防団とのかかわりですとか、地域

のいわゆる連携ですよね。そういった部分が日ごろ

からやっぱりそれぞれが意識を高めていきながらで

すね、いかにこういう緊急災害時にあわせて連携性

を保てるかということは、まさに今回の大震災によ

りましてそれぞれ、私も含めてそれぞれがやっぱり

意識改革を高めていかなければいけないのかなとい

うふうに再認識させられたと思っております。 

 ただ、その中で今、地域は地域の中で、そして最

終的にはこれは自分の身は自分で守ると今、お話が

ありました。確かにそうだと思います。 

 ただ、その中で先ほど私、避難場所云々の話もさ

せていただきました。 

 小中校の活用の関係について、今後特に空き校舎

の問題が出てきます。 

 これは確かに財政再建団体以降の段階にも、この

一時非難場所のあり方についてはいろいろ議論をさ

せていただいた経過が、当時ございました。 

 いろいろ予算面を含めて、先ほど市長からも話あ

ったとおり、電気ですとかそういった部分を含めた

いわゆる維持管理の問題がなかなかこの財政再建の

状況では難しいという判断でございました。 

 しかし、今こういう状況になって私は思います。

やはりこれは国の管理下にあっても、まさに今回の

ことを機に、やはりこれはきちんと夕張市としても

財政再建計画中にあっても、これはやはり求めてい

くものは求めていかなければいけないのかなという

ふうに、やはりこれは強く私は要望もさせていただ

きますし、当然これは議会も後押しをさせていただ

きたいと思っております。 

 やはり市民の安全安心を守る権利というものは、

これは国民は一緒でございますから、財政再建中に

あってもですね、これは最低限度の必要性は当然の

ことながら計画に入っている入っていない関係なく

ですね、これは本市としてもきちんと訴えていく重

要な役割りなんじゃないかなというふうに思ってお

りますので、これは今後のまた状況の中でですね、

我々としてもこれは一体となってこれ取り組んでい

かなければいけないと思っておりますので、これは

強く要望をさせていただきたいと思っております。 

 それともう 1点、質問の中でも話させていただい

たんですけども、本市における地域防災計画という

もののあり方であります。これも市長が本部長とし

て設置されておりますけれども、これもちょっと見

ていきますともちろん現状に合わせた部分、まして

や例えば一昨年くらいですかね、夕張のサポートセ

ンターさんが中心となってこういったことで全戸配

付をしていただいた、「いざとういう時のために」と

いうガイドブックを配付されております。ここにも、

一時避難場所ですとか収容場所の問題、いざという

ときのためのいろんな部分が書かれております。 

 しかし、今言ったこの収容所の対応問題一つ取っ

ても今後、取り分け管理体制の問題、あるいはそこ

にはやっぱり管理者の問題も含めて出てくるんです

ね。例えば、小中校の部分であれば当然今までは学

校長ですとかそういった部分が管理者として名前を

連ねているんですけども、この防災計画書ひとつ見

ましてもそういった管理体制の部分、管理者の体制

も含めてこれはやはり今一度見直していかなければ

いけない大きな問題だと思われますし、あと広域圏

で組む応援協定の部分も、これ私が見る限りの協定
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書では非常に古い協定書なんですよ。相当数前の、

20年くらい前の協定書で、これ最後それぞれの当時

の首長が印鑑を押さっているという状況なんですね。 

 こういった部分もやはり改めてですね、これは本

市だけの問題じゃないのかもしれませんけれども、

広域圏でも含めてこれは全市的に、また広域圏含め

て全体的にこれ今一度取り組むべきだと思いますの

で、もしこのあたり市長の方でも何かありましたら

ご発言をお願いしたいと思います。 

●議長 山本勝昭君  市長。 

●市長 藤倉 肇君  今、高橋議員のお話のとお

りですね、本市においても財政破綻のまち云々じゃ

なくて、やっぱり市民の安全を守るためには第一に

この災害対応、今の閉校校舎の活用もありました。 

 しかし、その閉校校舎の活用も含めて避難場所等

についての確保もしっかりしていきたい。 

 それから、今回のことを決して言葉上手に言えま

せんけども、我々は深く痛く受け止めて、自分のま

ちのもろもろのそういう防災に対する、災害に対す

る見直しをすべきだと、このように深く思っており

ます。そのようなことで進めてまいりたいと思って

おります。 

 以上。 

●議長 山本勝昭君  高橋議員。 

●高橋一太君  それともう一つでございますけれ

ども、先ほども質問の中でちょっと触れさせてもら

っております。もちろん、被災地全体のことを当然

のことながらこれは今、考えていかなければいけな

いんですけども、特に本市のこの財政再建、破綻後

ですね、いろいろと支援、そういった協力をもって

いただいたそれぞれの地域。 

今回、道内におきましても、例えば函館市さんで

すとか釧路、伊達市さんもその中に含まされるんで

しょうか、そういった部分も入ってきておりますし、

道外においては日立市ですね、この辺が状況的にど

うなのかということが非常に心配をされております

けども、いろいろと支援対策をいただいていた、そ

ういった市に対して何かこの部分はある程度連絡調

整といいましょうか、そういった部分ができてるの

かどうか。 

 その辺、もしあったらで結構でありますけども、

教えていただければと思っております。 

●議長 山本勝昭君  市長。 

●市長 藤倉 肇君  全国的にお世話になってお

りますが、特に夕張に派遣をいただいた自治体につ

きましては、今お話のありました道内では函館それ

から釧路、それからさらに日立市には直接私は首長

に電話を入れまして、お見舞いを申し上げたところ

です。 

 なお、今お話されたように、この地に対して夕張

市のできることは何であるかを考えながら、協力と

いうか支援、お見舞いをしていきたいと、かように

思っております。 

●議長 山本勝昭君  高橋議員。 

●高橋一太君  それともう 1点ですね、これはぜ

ひともこれはどうしても行政にお願いをしていかな

ければいけない、中心となってお願いをしていかな

ければいけないと思いますけども、特に今それぞれ

本市を中心に、また市内の中でも各所でいろいろ募

金等々の部分も発生していただいております。 

 これから必ずこういう災害云々のあった場合に、

これはあってはならないことなんですけども、悪質

な募金の集め方というのは、必ずこういった部分が

自治体の中でも出てくるケースが発生するおそれが

ございます。 

 この辺は、これからもやはり慎重にこの辺の取り

扱い、その辺を見極めていっていただければという

ふうに思っておりますし、これこそやはり対策本部

等々の中でも十分協議をされて、今後ちょっと慎重

に進められてというふうに、これも要望とさせてい

ただきたいと思います。 

 いずれにいたしましても、これはこれからまだま

だ予断を許される状況ではございませんから、本市

におきましてもしっかりとやるべきこと、そしてま

た先ほども言ったとおり中長期的にわたってやって

いかなければいけないこと、それぞれ見極めていき
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ながらですね、まずは本市としてできる限りのこと

を、今やれる範囲の中でやっていくということが非

常に大事だと思われますし、私ども市民挙げて、ま

た議会としてもこのことについては全精力を挙げて

応援をさせていただければと思っておりますので、

このことは共通認識とさせていただきながら、この

件については質問を終了させていただきますので、

まずは大変それぞれ行政、また対策本部を設置され

た市長を中心とされた担当課の皆様方にはご苦労か

と思われますけれども、いろいろと今後の対応面も

含めてぜひともご尽力いただければと思っておりま

す。 

 それでは、引き続きまして 2件目の質問に入らさ

せていただきます。 

 市政執行に伴います 1期 4年間の総括について、

この場でお伺いをいたします。 

 市長、並びに私ども市議会議員も今期も残すとこ

ろあと一月余りとなりました。 

 鑑みますと、市長、私ども議員も 4年前の統一地

方選挙におきまして市民の付託を得て、市長、議会

それぞれ立場は違っても、この 4年間本市における

行政運営、議会運営を市民の審判を受けまして、そ

こには多くの付託に応えるべきそれぞれの立場でこ

の市政運営に取り組んできたところであります。 

 振り返りますと、藤倉市政がスタートを切り、一

番初めの平成19年6月議会におきましてトップバッ

ターの質問者が私で始まりまして、そして今回、今

任期最後のこの質問が私で終わるということになり

ました。 

 私は思うのですが、何か市長と議会がこの間、い

ろいろと対立されているかのような声があちらこち

らで耳にしてきましたが、今日まで市長、行政側か

ら提案を受けた議案、案件につきましては、私ども

議会といたしましては一度たりとも否決をした経緯

はなかったはずでございますし、このことは市長ご

自身が十分におわかりかと思われます。 

 そこに行き着くまでの確かに意見等々はそれぞれ

異なったとしても、これはよく私、市長にも申し上

げておりますけど、現状の夕張の状況を考えたとき

に、最終的な目的は夕張の再生へ向けたまちづくり

という、こういう共通認識は一緒だったと思われま

す。 

 この 4年間は、特に本市が財政再建団体以降、ま

ちの行く末をどう進めていくかと。そして、新たに

財政再建団体から再生団体へと移りまして、様々な

計画変更を始めとする制度化そのものの見直し等に

よりまして、大変な時期を乗り越えられました市職

員の皆様方を始め、本市の破綻後、応援、支援体制

をいただいたすべての皆様方にもご尽力いただいた

ことに対しまして、この場をお借りしまして深く議

会の立場からも感謝をいたします。 

 そして今、藤倉市長も今任期を間もなく終えよう

としている状況の中で、この任期で達成でき得ない

ものについてはどう引き継ぎ、整理をされていかれ

るのか。 

 また、私ども市議会といたしましてもこれまで本

会議、委員会を通じまして多くの要望、要請をして

きているところでありますが、このことはどんな要

望事項があったことは市長は当然のことながら認識

をされていると思われますので、具体的に一つひと

つの事例はこの際避けますが、これらのことも踏ま

えましてこの 4年間振り返り、市長のまずは総括を

全般的に、思いも含めましてお伺いするものであり

ますので、よろしくご答弁のほどお願い申し上げま

して、私として今任期最後の質問とさせていただき

ますので、よろしくご答弁のほどお願いいたします。 

●議長 山本勝昭君  市長。 

●市長 藤倉 肇君  それでは、高橋議員にまず

冒頭、私が首長になっての最初の質問だった。また、

最後の質問ということで、何か深い因縁を感じると

ころでありますけども。 

 それでは、総括といいますかですね、私の 4年間

の思いを尐しお話を申し上げたいと思います。 

 まず、353億の財政赤字を 18年間で解消するとい

う財政再建計画を策定し、国の管理団体に移行した

夕張市。 
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 私は、このふるさと夕張を再建、再生させるとい

う強い志を持って 4年前に市長選挙に出馬し、市民

の皆様の負託を受け、市長に就任いたしました。 

 今、1 期 4 年の任期を終えようとしているこのと

き、私の胸に去来するものは、あの財政破綻、財政

再建計画の取り組みの初年度における市民の皆さん

の心境であります。 

 将来に対する不安、何を信ずるべきかの不信、ま

たこれまで頑張ってきたんじゃないかという不満、

不安と不信と不満。そのような混沌とした中での市

政運営、いわゆる夕張市のかじ取りをどうするか、

私に課せられた使命でありました。 

 当初、国の対応は計画は夕張市が自ら作ったもの

であり、まだスタートしたばかりという姿勢に終始

し、計画変更に対する様々な考え方も示されました

が、私は今の夕張があって将来の夕張があるんだと、

この持論にて協議にあたってまいりました。 

 このような道や国との協議を進める背景には、市

民の皆様、市議会のご理解とご協力があったことと

認識をしているところでございます。 

 353 億円の赤字解消を目的とする財政再生計画は

大変厳しい内容であり、その中で市民生活の安全安

心を維持していくためには、実情に即して様々な面

での計画変更を行っていかなければならない点が多

く、道や国に対して夕張市の現状を訴えるとともに、

理解を求めてまいりました。 

 この間、計画変更は実に 10回にも及びました。ま

さに行政、議会、市民の結束こそが、市の一体感を

生み出すものと感じ取り、今後もこれを強化してい

かなければならないものと、今さら強く感じている

ところでございます。 

 次に、この 4年間における実績と課題を私なりに

総括したいと思います。 

 まず、財政再建計画の推進と財政再生計画への移

行、策定、実行であります。 

 いずれの計画推進、あるいは策定におきましても、

本市が国の管理下団体にあることには変わりありま

せん。本市は国の管理下団体にあるわけです。地方

自治体運営にかかわる自治裁量権には著しく制限が

ございます。 

 特に、当初計画には反映されていない緊急的な事

務事業の展開に当たって、その財源確保を含め国の

許可が必要となります。したがって、原則はあくま

で決定した枠の中での行財政運営でしかないわけで

す。 

 このような状況を踏まえながら、昨年 3月に新た

な法に基づき、財政再生計画を策定いたしました。 

 この計画は、財政再建計画における課題を洗い出

しながら、財政再建と地域再生の両立を図っていく

計画でなければならないという基本認識のもとで作

成を行ったものであります。 

 借金返し計画とも言われた財政再建計画の実行だ

けでは、夕張市の存続は危うくなる。財政は健全化

されたが、人が住まなくなったでは何のための再生

だったのかということになります。 

 私は、今この地に住んでいる市民の方々が今後将

来にわたっても住み続けたいとするまちづくりを進

めていかなければならないと考えました。そういう

意味合いを持つ計画でなければ策定し直す意味がな

くなると考えたのです。 

 こうした私の基本的な考えを市民と共有しなけれ

ばならない、そして市民の考え方をも反映させた計

画でなければ、市民が策定した計画とはならないも

のとも思いました。 

 財政再建計画策定時の問題を改めて、市民の声を

聞こうというのが計画づくりの原点でした。 

 このようなことを踏まえ、財政再生計画策定のた

めの住民説明会を 3度にわたり開催し、参加された

市民の皆様から多くの意見や要望を伺いいたしまし

た。 

 その中で、必要かつ緊急性の高いものを優先しな

がら、最終的に 78項目の懸案事項を計画に反映する

ことができたと思っております。 

 財政再生計画は、結果的には 17年間という長きに

わたる計画となりました。 

 しかし、この計画は将来にわたって不変的なもの
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ではありません。いわゆるコンクリート化された計

画ではないと認識しております。 

 計画の実行段階において想定外の課題も出てくる

でしょう。想定した課題が予想よりも早く押し寄せ

てくるかもしれません。このような事態に臨機応変

に対応できる計画でなければならないはずです。 

 そして、最大の課題は計画期間の短縮にあると考

えます。 

 夕張市の再生が 1日でも 1年でも早く達成できる

よう、市の努力は当然のことながら、国や道とも連

携して、それぞれの立場で努力を積み重ねていくこ

とは確認事項でもあります。 

 旧財政再建計画の実行 3年間において、約 31億円

の赤字解消を行いました。市民の皆様のご理解とご

努力による結果であります。改めて敬意と感謝を表

したいと思います。 

 私は、あの混沌とした状況から思い起こせば、夕

張市の将来に向けて再建再生の一応の道筋はできた

と思っております。もちろん、十分なものではあり

ません。今後の状況や推移を考慮しながら、なお夕

張市が一丸となった取り組み方が必要になってくる

ものと考えております。 

 次に、市政の主な取り組みと計画を反映した主な

事務事業の進捗状況について申し上げます。 

 夕張市の再生、新たなまちづくりのために、市民

や市内の各団体が立ち上がりました。また、全国各

方面から様々なご支援を賜りました。 

 こうした動きと連動しながら、部門別に総括をし

てみたいと思います。 

 まずまちづくりでございますが、まちづくりには

市民再生会議の設置、また、ニトリ支援による桜 2

万本植樹の取り組み、これは現在も実施中です。 

 トベックスによるゆうばり駅舎及び周辺整備と移

住体験施設の誘致。ゆうばり鹿鳴館等の炭鉱産業遺

産の存続、再生。石炭博物館設置条例の制定と施設

大規模改修。学校活用プロジェクトの設置。特に申

し述べますと、市民再生会議での議論などを通して

市民参画や自治意識の高揚を図ることができたと考

えます。 

 また石炭博物館設置条例を制定し、本市の歴史と

文化を市民との協働で守り、継承していくことなど、

新しい形態が残りました。 

 次に企業誘致でありますが、花畑牧場工場販売等

の施設と、また薬草のツムラの工場、これも大手企

業の進出により、今後市内の雇用、経済面での波及

効果や税収増が見込まれるものと思います。 

 また観光におきましては、市観光案内センターの

設置、夕張観光プロモーション推進協議会の組織、

道の駅ゆうばりメロードの設置。財政破綻以降 4割

以上も減尐した来夕観光客について、昨年度約 8割

の水準まで回復してきております。 

 平成 23年度には道の駅を開設するなど、さらなる

交流人口の増も期待されるところであります。 

ちなみに、平成 19 年には夕張市の観光客は 115

万 8,000人お出でになりました。平成 20年度にはぐ

っと減りまして、66万 4,000人。それから、昨年は

回復しまして 93万 4,000人と、交流人口も回復して

おります。 

 また雇用でございますが、市雇用特別促進協議会

の設置。財政破綻以降の不安定な雇用状況を踏まえ、

相談窓口として清水沢に設置しました、これは平成

22年度役目を終えまして、一応これは終了しました。 

 さらに、これからも続きますが、住宅政策です。 

 平成 19年から、市営住宅については空き家が多い

のに、希望しても入居ができないという声が多く寄

せられました。公営住宅法等の制度的な部分ももち

ろんありますが、例えば浴室がない住宅も多いなど、

現代の住宅ニーズにマッチしていない物件が多いこ

とにも起因する問題でした。 

 その後の対応として、長期的に空き家になってい

る公営、改良住宅について、制度の拡大運用を実施

いたしました。具体的には、みなし特公制度により

住宅を指定し、政令月収を超えた収入のある方にも

公営、改良住宅の入居が可能となるように、制度の

運用拡大させました。 

 また、単身者入居に対する免責要件をも撤廃し、
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随時公募住宅への入居が可能になるような措置を行

いました。 

 今後の重要な政策課題として、市営住宅再編事業

の実施がございます。 

 財政再建団体に移行後、住宅建設事業は凍結状態

となっておりましたが、市の中心部である南清水沢

地区を中核とし、市営住宅の建て替えや住民移転な

ど集約化を図る準備を進めるべく、再生計画に第 1

期住宅再編事業を盛り込んだところでございます。 

 総事業費約 31億 1,000万円、公営住宅の建て替え

100戸。平成 23年度から 20戸ずつ、5年間で整備い

たします。 

 老朽化公営住宅の除却 650戸。公営住宅の機能改

善、浴室のユニットバス化、3点給油等も含みます。 

 このように、今後の住宅政策、定住対策について

は民間活力の導入による賃貸住宅建設促進など、多

様化する住宅ニーズに応えていくことも重要であり、

市営住宅再編事業と連動した取り組みも必要となっ

てくるものと考えております。 

 次に、市立診療所の改築移転につきましては昨年

1月に策定いたしました改築構想に基づき、平成 26

年度の供用開始に向けた改築計画を再生計画に登載

したものであります。 

 その整備に当たっては、将来にわたる市民全体の

共有財産として、市民や関係機関の理解と合意が得

られる形で進める必要があると考えております。 

 このため、市議会からもご意見を頂戴していると

おり、指定管理者のあり方を含め、市内医療機関及

び現指定管理者を中心に協議を進めてまいりました。 

 このような経過を踏まえ、私といたしましては計

画どおり、26年度の供用開始に向け整備を行うこと

とし、新年度予算に基本設計にかかわる予算の計上

を行いたいと考えております。 

 また、市民からのご意見もあるこの建設地につい

てですが、将来のまちづくりを見据え総合的に判断

した場合、最終的には市の中心部であります南清水

沢地区に移転することが望ましいと考えます。 

 住宅再編事業との連動性を踏まえ、都市機能の集

約化に向けて総合的に考えていかなければならない

課題であると思います。 

 10年先、20年先の市民生活における利便性を考え

ての重要な決断の時期でもあります。議会等からの

ご意見を踏まえ、本市の地域医療の確保を図ってい

くためには、引き続き市立診療所を中核施設としな

がら、市内の医療機関がどのような連携を図ること

が必要かなどの視点を持った協議も全力で取り組ん

でまいりました。 

しかし、現時点ではまだ結論を得るに至っており

ません。引き続き協議を重ねてまいりたいと考えま

す。 

 次に、環境衛生であります。 

 環境衛生の問題についてでありますが、富野のじ

ん芥埋め立て処分地に設置しております汚水処理設

備は、機能診断結果に基づき新たに設備機器の更新

を実施いたします。 

 このほか、平和地区に設置しているし尿処理場に

ついて、施設設備の老朽化が著しいことから、汚泥

再生処理センターとして更新を行い、施設整備計画

策定及び生活環境影響調査などに着手いたします。 

 また、市民のライフラインである水の供給につい

て、上水道施設の老朽化に伴う改修を進めてまいり

ます。その際、受益者負担のあり方についての課題

も抱えていることから、今後も市民の皆様からご理

解を得ていくための諸作業が必要になってくるもの

と考えているところであります。 

 教育関係に続きます。 

 小中校は、新年度より完全に 1校化となります。 

 ここに至るまで、ご父兄の皆様、地域の皆様、学

校関係者、教育委員の皆様による真摯な討議をいた

だく中で、英知と愛情を持ってご結論を導いていた

だきましたことに心から感謝と敬意を申し上げる次

第であります。 

 今後も、児童生徒の通学の安全の確保はもとより、

夕張ならではの教育の確立と、より良い学校づくり

を目指して努力していかなければなりません。 

 関係各位のご支援とご協力をお願い申し上げる次
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第でございます。 

 次に、行政体制についてであります。最後になり

ますが、行政執行体制の確保についてであります。 

 多量の職員退職により半減した行政体制は、これ

までの行政事務にかかわるノウハウの流失とも相ま

って、まさに激動の 4年間であったと総括している

ところであります。 

 しかし、北海道を始め道内外の多くの自治体より

人的ご支援を賜り、今日を迎えております。この場

をお借りし、改めて関係する自治体に対し感謝を申

し上げたいと思います。 

 行政執行体制は、将来にわたって安定的に行わな

ければなりません。職員の育成は喫緊の課題であり

ます。 

 職員定数や給与等の見直しについて今日まで取り

組んでまいりましたが、市民の皆様の深いご理解と

ご支援もあって、一定程度再生計画の中で反映する

ことができました。 

 今後の厳しい道のりを歩んでいく夕張にとって、

行政職員の果たすべき役割りは決して小さくありま

せん。職員が希望と誇りを持って職務に専念でき得

る環境整備が今後も必要であります。 

 市民の信頼を得る職員増を常に求めながら、安定

的な行政サービスの提供と確保が可能となるよう、

引き続き検討が必要であると考えます。 

 それぞれの部門ごとに総括的なお話をさせていた

だきました。 

 私は、市民生活の安全と安心には住宅や水道、生

活道路などのインフラ整備もこのまちには欠かせな

いと実感しております。 

 また、それ以上に医療、福祉、教育等に加え、今

回の東北地方における大震災を踏まえ、防災等の強

化が重要であることを再認識をいたしました。 

 地方自治体にとって基本となる事務事業は、円滑

に実施されなければなりません。そうした意味で、

夕張市は財政破綻という不幸な事態に直面をしつつ

も、自治体として守るべきものをしっかりと守って

いくということが、今後においても行政運営の基本

となっていくものと考えます。 

 そして市民と議会が、そして行政が今こそ一丸と

なってこの難局を乗り越えていく姿勢が重要である

と再認識を強く持った 4年間であったと思っており

ます。 

 ありがとうございました。 

●議長 山本勝昭君  高橋議員、再質問ございま

すか。 

   〔「はい」と呼ぶ者あり。〕 

 ちょっとお諮りいたしますけども、昼食休憩に入

りましたけども、本日予定している質問者、これが

最後でございます。 

 皆さんのご理解をいただければ、このまま会議を

続行したいと思いますけど、よろしいでしょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それじゃ、このまま会議を続行したいと思います。 

 じゃあ、高橋議員。 

●高橋一太君  それでは、昼食休憩に入りました

けども尐しお時間を借りまして、今、同意をいただ

きましたので、再質問とさせていただきます。 

 まず、この1期4年間の本当に総括という意味で、

今すべての事業、政策面におきまして市長の方から

問題、課題も含めて、また実績等々の問題もあった

かと思われますけれども述べられました。 

 まさに、平成 23年度に対しての市政執行方針をま

さに述べられたような感じだったのかなというふう

にも取りましたけれども、いずれにしても本当にこ

の苦難の状況の中をそれぞれ、先ほども質問の中で

も話をしました。行政職員の皆様方始めといたしま

して、支援をいただいた全道、全国からの支援対策、

そして職員の皆様方に本当にいろんなお手伝いをい

ただいて、ようやく本当にここまで来れたのかなと

いうふうに実感をしております。 

 私どもも、振り返りますと 4年前のこの財政再建

移行の当時、選挙でございましたから、本当に混沌

とした状況の中で、当時振り返りますといろんなこ

とがあったというふうに記憶しております。 

 その中で、市長も就任されて本当にこの時期大変
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ご苦労だったかと思われますけども、一定の成果並

びに一定の、確かにこれからまだ引継ぎ課題もあろ

うかと思いますけども、一定程度のやり終えたとい

うような部分が総括として窺えました。 

 最後には、市民、議会、行政が一丸となってとい

うことを強調されておりましたけども、これは私ど

ももまったくそのとおりでございますから、これは

今後もどういう体制になったとしてもですね、この

ことは共通認識としてやっていかなければいけない

のかなというふうに考えております。 

 その中で、4 年間の総括ということでありますか

ら、非常に答弁も長きにわたってしていただきまし

て、本当にありがとうございます。 

 その中で、質問の中でもちょっと質疑をさせてい

ただきましたけども、特にどう整理をされていくの

か、特に引き継ぎも含めてということで、これがた

ぶんやはり私どもも今一番懸念をしているこの市立

診療所の建て替え論の話は、まだこれからも引き続

きですねやっていかなければいけないと思われます

し、やはり市長としてもこれは今任期中に整理をし

ていただくべきこと、さらには引き継ぐこと。きち

んとそこをそれこそ整理をしていただいて、これは

きっとこの場でまたやり取りしますと相当数な時間

もかかってきますし、あくまでも今日の質問は大綱

的な部分で、市政執行全般ということでありますか

ら、個々の質問、特に診療所の対応の問題も含めて

これは今後の予算委員会の場面もございますから、

そういった部分にやっていければなというふうに思

っておりますけれども、いずれにしてもこの辺の全

体枠で今期中でやれるもの、やれないものがやはり

あったと思われますので、この辺をきちっとやはり

この任期の中で整理をされ、引き継ぐものは引き継

いでいくというようなことやはり、今期も残すとこ

ろあとわずかでございますから、そういうことでお

願いをしたいと思っております。 

 それで、その中で私ども議会の方からもこの間、

この 4年間の中で様々な要望事含めて、これは委員

会云々は市長は基本的には出席はされておりません

けども、例えば当然、今日までのこの本会議を通じ、

そして委員会でも当然それらは各担当課からその辺

は市長も、議会側からこういう要請、要望があがっ

てきたという話は聞いていると当然思いますから、

こういう議会側からあがった要望、養成事項につい

てはこの辺どう受け止められて、この辺どう、何て

言うんでしょうかね、達成率と言いましょうか、そ

ういった部分含めて判断されているのか、その辺ち

ょっとお聞かせいただければと思っております。 

●議長 山本勝昭君  市長。 

●市長 藤倉 肇君  まず冒頭に、1 期 4 年間と

いう限られた期間。しかも、財政再建計画、再生計

画という枠組みの中で、しかも自治裁量権、いわゆ

る自ら決めることができないという、手かせ足かせ

の中での夕張再生でございましたから、市民の皆さ

んや議会の皆さんが大きく期待されるものについて、

それに満足に応えることができなかったかと私は思

っております。 

 しかし私は、行政というのは、夕張市というのは

過去から現在、未来へと永遠に続いていかなければ

なりません。 

 したがいまして、たとえ話が非常におかしいかも

しれませんが、まさに駅伝マラソンじゃありません。

しかし、今、当面は 17年間というひとつの場所にど

う達成するか。 

 したがいまして、私も前市長から受け継ぎ、それ

をまた、バトンを持って走ってまいりました。そし

てこの期間、可能な限りの全力を投球しました。 そ

してまた、次の方にバトンが移っていくと。これが

やっぱり、私は自然の流れであります。 

 したがいまして、私の期間中でやるべきこと、や

らなければならなかったことについては全力を挙げ

てきました。しかし、残念ながら今申し上げます経

過の中で、どうしても自分の期間内でできないもの

があります。それは、ただいま議員がお話されるよ

うに、できたものできないもの、またどう引き継ぐ

のかを明確にして、次の首長さんにバトンを渡して

いくと。これは決して自分が放棄するという意味じ
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ゃありません。最大限汗をかいて走った結果、また

さらにお願いするということになろうかと思います。 

 それから、2 点目の議会側の要望が随分あったけ

ども、それについて市長はどうかと、とっさに言わ

れましても。 

 ですから、4 年間にわたる議会側のいろんな要請

がありました、協力要請、いろんなこと。それを再

度、別に機会にまたあるということでございますの

で、行政側として、また私として議会の要望に対し

て何が応えられなかったのかということも含めて、

また答弁させてもらいたいと、このように思います。 

●議長 山本勝昭君  高橋議員。 

●高橋一太君  わかりました。 

 一つひとつの事業項目についてはですね、先ほど

も言ったとおり今後予算委員会も控えておりますか

ら、その中で私どもとしても整理をしていければと

思っておりますので、そちらのほうに回すといたし

まして、それでやはりこれまでのですね市政執行全

般について今、述べられました。 

 私も今期特にこの財政破綻後ですね、本市におい

てのこの状況を鑑みますと、本当に大変なご苦労の

中で市政運営もされたと思います。 

 私ども議会運営というものもですね、実はそれま

での半分の定数になって、本当に議会運営としては

非常に今までにない体験ですとか思いというものも

この 4年間、私どもとしても体験をしてきたとこで

あります。 

 そういう観点からいきまして、市政執行の状況で

いきますとですね、この行政側、議会側という部分

で今、2 元代表制のあり方というものが非常に注目

をされていると思いますし、このあり方というのは

生かすも殺すもこれからやはりですね、行政も我々

議会、市民も含めてなんですけども、こういった部

分をどう生かしていけるかというのが最大の私はテ

ーマだと思っておりますけども、主義主張、政策と

いうものがこれは曖昧ならですね、首長、議会の役

割りというのはそれぞれ私は馴れ合いになっていく

と思います。 

 むしろ、こういったら変な話なんですけども、旧

来の政治というものに後戻りになっていくのかなと

思っておりますので、私はやはり先ほど質問の中で

も言ったんですけども、首長、議会の意見がですね

むしろ異なれば異なるほど、そういった前提があれ

ばあるほど意見をむしろこういった議会なり委員会

を通じて出し合えば出し合うほど、それはむしろ今、

特に地方議会の制度としてのあり方というのは私は

それが正常なあり方ではないかと思っておりますし

ですね、この今言った 2元代表制というものはまさ

しくそういう部分で生かすも殺すも今後の取り組み

次第で、私どももここは十分に気を付けてやってい

かなければいけないのかなと思っております。 

 ただそこで、先ほども言ったとおり特に夕張の状

況を考えますと、私は行政側も議会側も市民も共通

認識の最終目標は一緒だと思っております。 

 いかにこのまちを再生していくのか、こういった

まちづくりの観点にして、この再生を目指すべき夕

張という部分についてはすべての共通認識でござい

ますから、それに行き当たるまでの過程の中では私

は様々な議論を尽くすということは、これは議会と

しても行政としても当たり前の構図だと思われます

から、ですからいろんな場面を通じて意見を出し合

う、時には激しい意見がぶつかり合うというものは

ですね、これは現在の地方議会、まさに 2元代表制

のあり方としては、私はこれは通常の流れだと思っ

ておりますし、今後もそうあるべきだと考えており

ますけども、このあたりは市長としてどうお考えな

のか、ちょっとその辺お聞かせいただければと思っ

ております。 

●議長 山本勝昭君  市長。 

●市長 藤倉 肇君  私は、ちょっと通告にない

話ですけども持論として、私は今、議員がおっしゃ

るように、やはり今言う 2元代表制、これは基本で

す。 

 ですから、目的は同じです。目的は、夕張市をど

うするのかと。そこに至る間において意見の食い違

い、これは当たり前でありまして、それは意見の食
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い違いは討論であります。討議、討論。 

 横にそれますけどね、明治の亓箇条の御誓文にも

広く会議を興し、万機公論に決すべしと、こういう

ような言葉がありますけども、まさに多く議論して

いろんな意見を聞いてですね、やっぱり万機公論に、

やっぱり多く、賛成多くまたは良しとするほうに導

いていこうと、こういうことが結論でありますから、

おおいに私は討論すべきだと。 

 それから、夕張市においてもこれからも 2元代表

制ですから、どんどんやっていくべきだと。ちょっ

と答弁に余計なことを言っちゃうでしょうか、そこ

まで話がいきましたのでちょっと申し上げたんです

けども、私はこう思っています。行政と議会のあり

方。 

 今回、非常に議会の皆様に冒頭申し上げましたよ

うにご理解とご協力を賜りました。まさに今日に至

るまで、決して上手を言うわけじゃありません。い

ろんな議論がありました。意見の食い違い。 

 しかし、結論的には一体となった考え方。市民、

議会、行政、一体となった力を発揮することができ

ました。今後も私はそういうことが必要だと。 

 ただし、私はこう思っています。 

 行政も市民の皆さん、市民生活に精通しなきゃい

かん。それから、議会も市民生活に精通する。いず

れにしても、やっぱり行政も議会も基本は市民です

から、市民の皆さんの生活に精通している。精通し

ているからいろんな意見が出せる、いろんな討議が

できるものだと、このように思っております。 

 最後に上手を言うわけじゃありませんけども、冒

頭申し上げましたように再生計画、再建計画ができ

たのもまさにこの 4年間、市民、議会、行政の、私

は結束の成果じゃないかと、このように思っており

ます。 

 以上。 

●議長 山本勝昭君  高橋議員。 

●高橋一太君  私もその部分について、市民生活

にそれぞれの立場は違っても精通していくというこ

とは、これは当然のことだと思っております。 

 行政も議会も、そういった意味ではそれぞれ住民、

市民の負託を得て、それぞれ代表として選ばれて、

こういう場で自由な議論をしていくと。これは当然

のことながら、先ほども述べたとおりこれからも必

要だと私は感じておりますし、まさにやはりそれが

いろんな様々な意見を出し合って、そして行き着く

目的は一緒であってもですね、そこに行き当たるま

でのプロセスはやはりこれはいろんな討論的なもの

があっても私はいいと思っております。 

 ですから、そういう意味でいきますと、今回例え

ば私は個人的にはいろんな場面を通して市長とも激

しい場面もあったのかもしれませんし、いろんな意

見の食い違いもあった場面も記憶しております。 

 そういう状況の中ではですね、ただやはり共通認

識としては夕張を良くしていきたい。こういう部分

は共に、一緒に進むべき方向性は一緒だったと思い

ますから、これは今後もどういうそれぞれ立場にな

ったとしてもですね、その方向性はきちっと見極め

ていければというふうに思っております。 

 それとですね、いずれにしても先ほどからちょっ

とお話をさせてもらっておりますけども、今後、予

算委員会も控えております。個々の問題については

そちらに回すといたしまして、最後にちょっとこの

質問だけ予算委員会前に聞いておきたいんですけど

も、今まさに今議会を通じまして平成 23年度の予算

というものを、いわゆる次年度のこの予算案を今議

会で提案をされて、これから予算委員会でいろいろ

と審議をそれこそしていくと思われます。 

 これはあくまでももちろん、ご承知のとおり提案

者は市長でございます。当然、自信を持ってすべて

の予算、そういったもの、案をですね今回、平成 23

年度案を出されておると思われますから、ちょっと

確認をしておきますけれども、次年度以降この 23

年度予算に対して、これ今日の場面ではお答えいた

だかなければ結構です。予算委員会のほうもありま

すから。やはり、この部分をきちんと確認をさせ、

提案者はあくまでも市長であり、来年度以降のこの

予算枠を組みますのでね、この部分については自信
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を持って提案をされるわけですから、そのことはこ

の場できちんと確認をさせていただければと思うん

ですけども、この予算案については市長としては、

現時点ではですよ、現時点では大きな、何て言うん

でしょうかね、心配事ですとかそういった部分はな

いというふうに判断しておいてよろしかったでしょ

うか。 

●議長 山本勝昭君  市長。 

●市長 藤倉 肇君  質問の趣旨がちょっと私も

理解をしかねますけども、表面上今おっしゃってい

るうかがいを、当然行政としましては 23年度のもろ

もろを考えて、自信があるのかと、そういう言葉は

ちょっとあれですけど、いわゆる現在の財源の中で

なすべきこと、なさなければならないことを優先順

位をもって、そして私は組みました。 

 したがいまして、そういう行政が今置かれている

立場で最大限の計画を出しましたので、議決される

のは議員の皆さんですから、ぜひ将来の夕張のこと

を考えてよろしくご判断願いたいと、このように思

います。 

 以上。 

●議長 山本勝昭君  高橋議員。 

●高橋一太君  私のちょっと質問の仕方も悪かっ

たかとも思います。 

 これは、自信があるのかというものはどう言えば

いいんでしょうか、一つひとつの当然、事業に対し

ても含めて、これは当然自信を持っているからこそ

ですね、平成 23年度の予算枠として今、提案をしよ

うとしておりますから。 

 ただ、ひとつ言うならば、来年度以降ですね、私

ども来年度以降の情勢を含めて見極めて、これから

予算審議の中で議会としても最終チェックをしてい

かなければならないと思っておりますけども、市長

は立場が変わってもこの部分についてはしっかりと

23年度提案者であるということを忘れずに、この部

分については今後、予算委員会でまた審議をしてい

ければと思っております。 

●議長 山本勝昭君  はい、市長。 

●市長 藤倉 肇君  よく理解ができました。 

 と言いますのは、今組んだ 23 年度予算が、23 年

度だけ良ければそれでいいんだと、言葉は悪いです

が、そうではありません。 

 現在と将来にわたって継続していけるような中で

考えての提案をさせてもらいました。 

●議長 山本勝昭君  はい、高橋議員。 

●高橋一太君  まずわかりました。 

 いずれにいたしましても、まずはこれで時間も経

過しておりますからやめますけれども、私どももこ

の 1期 4年間、議会として様々な場面で市長並びに

行政の皆様方にも大変お世話になりましたし、まだ

今議会残されておりますけども、私どもも最後、今

任期の議員として残すところの部分で全力を挙げて

傾注していきたいと思っております。 

 そこには市長も同じ気持ちであると思いますけれ

ども、やはりこのまちの行く末というものをしっか

りと見極めていきながら、誰もがやはりこの夕張再

生を願って、まさに行政、議会、市民、これが一丸

となってこれからもこれは共通認識でいかなければ

いけない大きな課題だと思っておりますので、いず

れにしても今任期の部分で大綱質問としてはこれで

私も最終となりますけれども、今後も引き続き議会

審議残されております。 

 お互いに残す任期の中でですね、今後の方向性、

何よりも市民のためにですね、再生夕張を願ってこ

れからも行政運営、議会運営、残すところをやって

いければというふうに最後に添えまして、わたしの

最後の質問とさせていただきたいと思います。 

 ありがとうございました。 

●議長 山本勝昭君  以上で高橋議員の質問を終

わります。 

 以上で通告されました質問は全部終了いたしまし

たので、これをもって大綱質問を終結し、直ちに本

11 議案については行政常任委員会に付託いたしま

す。 

 お諮りいたします。 

 ただいま付託いたしました各議案については、会
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議規則第 45条第 1項の規定により、3月 24日まで

に審査を終えるよう、期限を付けることにいたした

いと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように決定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――       

●議長 山本勝昭君  以上で本日の日程はすべて

終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

―――――――――――――――――――――――       

  午後１２時２５分 散会 
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